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条例改正（案） 

 

１ 提案の理由 

認定コミュニティの認定基準を緩和することにより、地域における公益を増進するため提案する。 

２ 根拠法規 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１４条第１項 

３ 条例の概要 

(1) 市長が特に認めた場合にあっては、当該認定区域に存する自治会の相当数が現に構成員となって

いる地域コミュニティであれば認定を受けることができることとした。（第２条関係） 

(2) この条例は、令和８年４月１日から施行することとした。 

資料２ 
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茅ヶ崎市地域コミュニティの認定等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

改     正     後 改     正     前 

（認定） 

第２条 地域において公益を増進するために活動す

るコミュニティであって、次項各号に掲げる基準

に適合するものは、市長の認定を受けることがで

きる。 

（認定） 

第２条 地域において公益を増進するために活動す

るコミュニティであって、次項各号に掲げる基準

に適合するものは、市長の認定を受けることがで

きる。 

２ 市長は、前項の認定（以下「認定」という。）

を申請したコミュニティが次に掲げる基準に適合

すると認めるときは、当該コミュニティについて

認定をするものとする。 

２ 市長は、前項の認定（以下「認定」という。）

を申請したコミュニティが次に掲げる基準に適合

すると認めるときは、当該コミュニティについて

認定をするものとする。 

(1) 略 (1) 略 

(2) 認定区域における一定の区域に住所を有する

者の地縁に基づいて形成された団体のうち、当

該一定の区域の住民相互の連絡、環境の整備、

集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及

び形成に資する地域的な共同活動を行うことを

目的とし、かつ、当該一定の区域に住所を有す

る全ての個人が構成員となることができるもの

の全て（市長が特に認めた場合にあっては、そ

の相当数）が、現に構成員となっているもので

あること。 

(2) 認定区域における一定の区域に住所を有する

者の地縁に基づいて形成された団体のうち、当

該一定の区域の住民相互の連絡、環境の整備、

集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及

び形成に資する地域的な共同活動を行うことを

目的とし、かつ、当該一定の区域に住所を有す

る全ての個人が構成員となることができるもの

の全て                  

     が、現に構成員となっているもので

あること。 

(3)～(8) 略 (3)～(8) 略 

 


